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　工事が完了したら「完了検査申請書」を区の建築課または指定確認検査機関に提出

して検査を受け、合格しますと「検査済証」が交付されます。原則として、この「検

査済証」の交付を受けた後でなければ建築物を使用することができません。

　この検査済証は、大切に保管しておきましょう。

（見本：一部実際と異なる場合があります。）

８．完了検査申請書を出しましょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


